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農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 

 

 

                                                               南国市 

 

 

１ 促進計画の区域 

 

  別紙地図に記載のとおりとする。 

 

 

２ 促進計画の目標 

 

１．南国市全域 

(1) 現況 

 本地域は、高知県の中央に位置し、地形は東西に短く南北に長い。南部は太平洋に

面し、高知平野の３分の１を占める穀倉地帯であり、主に水稲栽培が行なわれてお

り、温暖な気候を利用した施設園芸も盛んである。また、北部は四国山地を背負う里

山地域であり、棚田等において水稲栽培が行なわれている。傾斜地が多いなどの立地

特性から、平場地域と比べて生産条件の格差が大きいことから、これを補正する取組

を行うことが必要である。さらに、近年、消費者のニーズは多様化し、環境に対する

意識も高まっていることから、地域において環境負荷の軽減に配慮した農業の生産方

式を普及することが必要となっている。このことから「農道・水路等の地域資源の基

礎的保全活動や質的な向上を図る共同活動及び施設の長寿命化の活動」「農業生産活

動を将来に向けて維持するための活動」「環境保全型農業の取組」など、多面的機能

が適切に発揮される取組が必要である。 

 

(2) 目標 

   本地域では、多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者と地域住民や関係団

体との協力体制を整備し、地域共同による保全管理体制の拡充・強化や長寿命化

に向けた地域ぐるみでの取組などにより法第３条第３項第１号に掲げる事業を推

進する。また、本地域の中山間地域等の条件不利地域においては、集落協定や農

業者などの合意形成による集落営農の取組などにより法第３条第３項第２号に掲

げる事業を推進し、農業生産活動の継続的な実施を支援する。更に、本地域の実
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情に応じた環境保全型農業の取組への支援を行うことにより法第３条第３項第３

号に掲げる事業を推進し、自然環境の保全に資する農業生産活動の普及・定着を

図る。 

 

 

３ 法第６条第２項第１号の区域内においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業

に関する事項 

 

 

 

 

実施を推進する区域 

 

実施を推進する事業 

① 南国市全域 
法第３条第３項第１号に掲げる事業、同項第２号に掲

げる事業及び同項第３号に掲げる事業 

 

 

４ 法第６条第２項第１号の区域内において特に重点的に多面的機能発揮促進事業の実施

を推進する区域を定める場合にあっては、その区域 

 

  設定しない。 

 

 

５ その他促進計画の実施に関し市町村が必要と認める事項 

  

法第３条第３項第２号（中山間地域等直接支払）事業に係る対象農用地の基準等につ

いては、次のとおり定める。 

 

１． 対象農用地の基準 

(1) 対象地域及び対象農用地の指定 

    交付金の対象地域及び対象農用地については、次のアの指定地域のうちイの要件

を満たす農振農用地区域内の農用地であって、１ｈａ以上の一団の農用地とする。

ただし、連担部分が１ｈａ未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全

に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ｈａ以上であるとき

は、対象とする。また、連担している農用地でも傾斜等が異なる農用地で構成され

る場合には、一部農用地を指定することができる。 

    更に、一団の農用地において、田と田以外が混在しすべてが田の傾斜基準を満た
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している場合においては、当該一団の農用地について、協定の対象となる農用地と

することができる。ただし、交付金の対象となる農用地は、田のみとする。なお、

畦畔及び法面も農用地面積に加える。 

ア 対象地域 

   (ア)地域振興立法地域(通常地域) 

      振興山村・特定農山村地域 旧上倉村、旧瓶岩村 

   (イ)高知県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域) 

      旧久礼田村（久礼田地区・植田地区・領石地区・植野地区） 

旧岡豊村（滝本地区・定林寺地区・小蓮地区・笠ノ川地区） 

旧長岡村（北陣山地区・南陣山地区・北三畠地区・西山地区） 

旧岩村（西金地地区・東金地地区・福船地区・蔵福寺島地区） 

   イ 対象農用地 

   (ア) 急傾斜農用地については、田 1/20 以上、畑、草地及び採草放牧地 15 度以上 

       勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回って

も、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする。 

   (イ) 自然条件により小区画・不整形な田 

   (ウ) 市長の判断によるもの 

   a 緩傾斜農用地 

     緩傾斜農用地については、田 1/100 以上 1/20 未満、畑・草地及び採草放牧地 8

度以上 15 度未満とし、すべてを対象とする。 

   b 高齢化率・耕作放棄率の高い農地 

     急傾斜農地及び緩傾斜農地以外の農地で高齢化率 40％以上、耕作放棄率：田 8

％以上、畑（草地含む。）15％以上の農地 

   

２． 対象者 

  (1) 認定農業者に準ずる者として南国市長が認定する者とは次のとおりである。 

(ア) 南国市の平均経営規模以上の経営体 

(イ) 青年農業士に認定された者 

 

３． その他必要な事項 

  (1) 土地改良通年施行に係る事業の概要、現に災害を受けている農用地の災害復旧事

業の概要及び田から畑への地目変換等について、記述するものとする。 

次のアからエの取組を集落協定に位置づける場合は、各項目に示す事項について、

集落協定に記述する。 
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ア 土地改良事業 

（ア）事業実施の目的 

（イ）事業の実施主体 

（ウ）実施する事業種目、事業内容及び事業規模 

 

イ 災害復旧事業 

（ア）事業実施の目的 

（イ）事業の実施主体 

（ウ）実施する事業種目、事業内容及び事業規模 

 

ウ 地目の変更 

（ア）耕作者（所有者）名 

（イ）変更前後の地目及び面積 

 

エ 集落相互間の連携 

（ア）近隣の担い手のいる集落等との連携（当該集落名、連携の活動内容、スケジュ

ール） 

（イ）農業公社、ＮＰＯ法人、農作業受委託組織等、民間法人等の集落協定への参加

・連携（当該法人名、連携の活動内容、参加内容、スケジュール） 

（ウ）近隣の小規模な集落協定との統合・連携 


